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北九州市告示第３８７号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。

  令和３年１２月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

コスモス薬局永犬

丸店 

北九州市八幡西区八枝五丁目４番

２６号 

令和３年１２

月１日 

サンキュードラッ

グ永犬丸薬局 

北九州市八幡西区八枝一丁目７番

８号 

令和３年１２

月１日 
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北九州市告示第３８８号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により育成医療及び更生医療に係る指定自立

支援医療機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により

次のとおり告示する。

  令和３年１２月１日  

北九州市長 北 橋 健 治  

育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更

指定自立支援医

療機関の名称

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

きゆ訪問看護ス

テーション

旧 北九州市八幡西区星ヶ丘七丁目

８番２号ガーデンヒルズ星ヶ丘

２０１号

令和３年１１

月１日

新 北九州市八幡西区木屋瀬東三丁

目６番２号
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北九州市告示第３８９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和３年１２月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

３９００ 青葉台 

西９号 

線 

若松区青葉台西六丁目２番１ 

０１地先から 

若松区青葉台西六丁目２番１ 

１７地先まで 

9.5

～

9.6

15.4
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北九州市告示第３９０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和３年１２月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

７０１ 二タ松 

町片上 

町１号 

線 

前 門司区二夕松町２番１地先 

から 

門司区片上町４８６番６地 

先まで 

3.3

～

7.3

812.8

  後 門司区二夕松町２番６地先 

から 

門司区片上町４８６番６地 

先まで 

3.3

～

7.5

812.8

１２６０ 風師１ 

９号線 

前 門司区風師四丁目１５９番 

１地先から 

門司区風師四丁目３５９番 

１６地先まで 

4.3

～

5.8

167.2

  後 門司区風師四丁目１５９番 

２地先から 

門司区風師四丁目３５９番 

８地先まで 

4.3

～

5.8

166.7

１２６２ 風師２ 

１号線 

前 門司区風師四丁目２５６番 

１地先から 

門司区風師三丁目３７９番 

１地先まで 

2.2

～

9.7

189.0
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  後 門司区風師四丁目２５７番 

４地先から 

門司区風師三丁目３７９番 

１地先まで 

2.2

～

9.7

188.4

１２６３ 風師２ 

２号線 

前 門司区風師四丁目１２番１ 

０地先から 

門司区風師四丁目４６１番 

１２地先まで 

1.7

～

4.7

94.8

  後 門司区風師四丁目１２番１ 

０地先から 

門司区風師四丁目２番１地 

先まで 

1.6

～

4.5

96.1

１２６４ 風師２ 

３号線 

前 門司区風師四丁目１２番１ 

地先から 

門司区風師四丁目１２番１ 

０地先まで 

0.9

～

10.0

129.2

  後 門司区風師四丁目１２番１ 

地先から 

門司区風師四丁目１２番１ 

０地先まで 

0.9

～

8.2

128.8

１２６５ 風師２ 

４号線 

前 門司区風師四丁目３８７番 

地先から 

門司区風師四丁目３８６番 

地先まで 

1.1

～

2.5

54.0

  後 門司区風師四丁目３８７番 

地先から 

門司区風師四丁目３８６番 

地先まで 

1.0

～

2.4

53.0

１２６６ 風師２ 

５号線 

前 門司区風師四丁目２３番１ 

地先から 

門司区風師三丁目３３７番 

２地先まで 

2.9

～

7.8

517.5
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  後 門司区風師四丁目２３番１ 

地先から 

門司区風師三丁目３３７番 

２地先まで 

2.9

～

7.8

517.7

１２６７ 風師２ 

６号線 

前 門司区風師四丁目１番６地 

先から 

門司区風師四丁目３９３番 

２地先まで 

2.3

～

3.3

25.1

  後 門司区風師四丁目１番６地 

先から 

門司区風師四丁目１番７地 

先まで 

2.7

～

3.4

25.2

１２６８ 風師２ 

７号線 

前 門司区風師四丁目１番１０ 

地先から 

門司区風師四丁目１番９地 

先まで 

1.7

～

4.0

23.5

  後 門司区風師四丁目１番１０ 

地先から 

門司区風師四丁目１番９地 

先まで 

1.7

～

4.0

23.4

１２７１ 風師３ 

０号線 

前 門司区風師四丁目１２番１ 

地先から 

門司区風師四丁目１番１０ 

地先まで 

2.3

～

4.1

207.1

  後 門司区風師四丁目１番１地 

先から 

門司区風師四丁目１番１０ 

地先まで 

3.3

～

4.1

206.0

１２７３ 風師３ 

２号線 

前 門司区風師三丁目３７２番 

１地先から 

門司区風師三丁目３７２番 

１地先まで 

5.2

～

6.3

99.7
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  後 門司区風師三丁目３７２番 

１地先から 

門司区風師三丁目３７２番 

５６地先まで 

5.2

～

6.3

99.8

１２７５ 春日町 

２号線 

前 門司区春日町９４３番２地 

先から 

門司区高砂町９番９地先ま 

で 

1.0

～

12.4

731.5

  後 門司区春日町９４３番２地 

先から 

門司区高砂町９番９地先ま 

で 

1.0

～

12.4

731.1

１２８７ 春日町 

１４号 

線 

前 門司区春日町７番５地先か 

ら 

門司区春日町７番１３地先 

まで 

2.6

～

9.7

121.5

  後 門司区春日町２０７番５地 

先から 

門司区春日町７番１３地先 

まで 

2.6

～

9.7

121.3

２６４７ 東門司 

１６号 

線 

前 門司区東門司二丁目２０３ 

９番５地先から 

門司区東門司二丁目１９３ 

５番２地先まで 

6.2

～

6.5

243.9

  後 門司区東門司二丁目２０３ 

９番５地先から 

門司区東門司二丁目１９３ 

５番２地先まで 

6.2

～

6.5

243.9

２６５０ 東門司 

１９号 

線 

前 門司区東門司二丁目２０２ 

１番１地先から 

門司区東門司二丁目２００ 

１番４０地先まで 

1.0

～

6.2

233.0
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  後 門司区東門司二丁目２０２ 

０番５地先から 

門司区東門司二丁目２００ 

１番４０地先まで 

1.0

～

5.7

234.3

２７３９ 二タ松 

町１号 

線 

前 門司区二夕松町４１４番４ 

９地先から 

門司区二夕松町２番３地先 

まで 

4.4

～

5.5

133.3

  後 門司区二夕松町４１４番４ 

９地先から 

門司区二夕松町２番５地先 

まで 

4.4

～

5.6

132.8

３０７２ 風師３ 

３号線 

前 門司区風師三丁目３７２番 

４５地先から 

門司区風師三丁目２番３地 

先まで 

4.3

～

6.0

238.5

  後 門司区風師三丁目３７２番 

３２地先から 

門司区風師三丁目２番３地 

先まで 

4.3

～

6.0

238.3

７０５ 末広１ 

号線 

前 小倉北区末広二丁目１３番 

地先から 

小倉北区長浜町３３５番１ 

地先まで 

8.6

～

47.0

1,039.4

  後 小倉北区末広二丁目１３番 

地先から 

小倉北区長浜町３３５番１ 

地先まで 

8.6

～

47.0

1,035.7

７１８ 高坊黒 

原１号 

線 

前 小倉北区高坊二丁目１２８ 

１番２地先から 

小倉北区黒原三丁目１０２ 

７番４地先まで 

5.6

～

14.0

767.7
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  後 小倉北区高坊二丁目１２８ 

１番２地先から 

小倉北区黒原三丁目１０２ 

７番４地先まで 

5.7

～

14.0

767.2

１０３１ 足原６ 

号線 

前 小倉北区足原二丁目６０番 

９地先から 

小倉北区足原二丁目５番１ 

地先まで 

5.1

～

6.4

448.2

  後 小倉北区足原二丁目６０番 

９地先から 

小倉北区足原二丁目５番１ 

地先まで 

5.8

～

6.4

448.5

１０４９ 足原２ 

４号線 

前 小倉北区足原二丁目５番３ 

２地先から 

小倉北区足原一丁目５番２ 

８地先まで 

4.0

～

6.0

79.6

  後 小倉北区足原二丁目５番３ 

２地先から 

小倉北区足原一丁目５番２ 

８地先まで 

4.1

～

4.7

79.7

１２７４ 板櫃町 

４号線 

前 小倉北区板櫃町３番２地先 

から 

小倉北区板櫃町１番１２地 

先まで 

3.7

～

5.0

280.4

  後 小倉北区板櫃町３番１地先 

から 

小倉北区板櫃町１番１２地 

先まで 

3.7

～

5.2

280.4

１２７８ 板櫃町 

８号線 

前 小倉北区板櫃町３番２地先 

から 

小倉北区板櫃町１３８６番 

４地先まで 

2.4

～

7.3

868.0
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  後 小倉北区板櫃町３番１地先 

から 

小倉北区板櫃町１３８６番 

４地先まで 

2.4

～

7.3

863.0

１７９０ 黒原２ 

８号線 

前 小倉北区黒原三丁目１０９ 

３番１６地先から 

小倉北区黒原三丁目１０７ 

８番１地先まで 

3.0

～

7.5

155.2

  後 小倉北区黒原三丁目１０９ 

３番１６地先から 

小倉北区黒原三丁目１０７ 

８番１地先まで 

3.0

～

7.5

154.6

１８５５ 熊谷５ 

号線 

前 小倉北区熊谷一丁目１８２ 

番２地先から 

小倉北区熊谷一丁目１８４ 

番１地先まで 

3.9

～

5.8

93.5

  後 小倉北区熊谷一丁目１８２ 

番２地先から 

小倉北区熊谷一丁目１８４ 

番１地先まで 

3.8

～

4.6

93.3

１８６２ 熊谷１ 

２号線 

前 小倉北区熊谷一丁目７９番 

２２地先から 

小倉北区熊谷一丁目８７番 

１地先まで 

3.4

～

10.8

247.5

  後 小倉北区熊谷一丁目７９番 

２２地先から 

小倉北区熊谷一丁目１８４ 

番１地先まで 

3.4

～

4.9

247.5

２８８１ 緑ケ丘 

２号線 

前 小倉北区緑ケ丘一丁目２３ 

５５番１地先から 

小倉北区緑ケ丘一丁目２０ 

５９番４地先まで 

4.0

～

12.8

150.3
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  後 小倉北区緑ケ丘一丁目２３ 

５５番１地先から 

小倉北区緑ケ丘三丁目１０ 

２番１地先まで 

4.0

～

12.8

150.2

３０６６ 霧ケ丘 

１９号 

線 

前 小倉北区霧ケ丘一丁目１０ 

７６番１０地先から 

小倉北区高坊二丁目１６３ 

７番１６地先まで 

3.1

～

7.8

307.8

  後 小倉北区霧ケ丘一丁目１０ 

７６番１０地先から 

小倉北区高坊二丁目１６３ 

７番１６地先まで 

2.7

～

7.8

307.6

５１０ 長野津 

田１号 

線 

前 小倉南区長野一丁目１３８ 

５番５地先から 

小倉南区津田南町１９５番 

１地先まで 

2.7

～

20.8

1,634.7

  後 小倉南区長野一丁目１３８ 

５番５地先から 

小倉南区津田南町１９５番 

１地先まで 

2.7

～

20.8

1,637.8

２７２５ 津田４ 

号線 

前 小倉南区津田四丁目４１０ 

番２地先から 

小倉南区津田五丁目８２５ 

番地先まで 

1.3

～

2.8

322.4

  後 小倉南区津田四丁目４１０ 

番２地先から 

小倉南区津田五丁目８２５ 

番地先まで 

1.1

～

2.8

322.6

２７２８ 津田７ 

号線 

前 小倉南区津田四丁目５３７ 

番２地先から 

小倉南区津田四丁目５３８ 

番地先まで 

1.8

～

3.2

134.5

13



  後 小倉南区津田四丁目５３７ 

番２地先から 

小倉南区津田四丁目５３８ 

番地先まで 

1.2

～

3.4

134.8

２７４８ 津田２ 

７号線 

前 小倉南区津田五丁目４０８ 

番１地先から 

小倉南区津田五丁目４２８ 

番地先まで 

1.7

～

3.6

130.3

  後 小倉南区津田五丁目４０８ 

番１地先から 

小倉南区津田五丁目４２８ 

番地先まで 

1.7

～

2.8

129.8

２９９５ 長野１ 

８号線 

前 小倉南区大字長野７４１番 

３地先から 

小倉南区大字長野２７８番 

１地先まで 

3.7

～

10.7

1,508.5

  後 小倉南区大字長野７４１番 

３地先から 

小倉南区大字長野２７８番 

１地先まで 

3.7

～

10.7

1,508.7

３０５３ 長野本 

町２号 

線 

前 小倉南区長野本町三丁目２ 

１１８番１地先から 

小倉南区長野本町二丁目２ 

１４９番１地先まで 

4.7

～

10.0

565.9

  後 小倉南区長野本町三丁目２ 

１１８番１地先から 

小倉南区長野本町二丁目２ 

１４９番１地先まで 

4.7

～

8.5

565.4

４０４２ 湯川新 

町１４ 

号線 

前 小倉南区湯川新町一丁目４ 

１３番地先から 

小倉南区湯川新町一丁目３ 

５３番１地先まで 

2.4

～

5.6

170.9
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  後 小倉南区湯川新町一丁目４ 

１３番地先から 

小倉南区湯川新町一丁目３ 

５３番１地先まで 

2.4

～

5.4

171.0

４０４４ 湯川新 

町１６ 

号線 

前 小倉南区湯川新町一丁目３ 

５５番２地先から 

小倉南区湯川新町一丁目３ 

５３番２地先まで 

4.3

～

6.4

121.2

  後 小倉南区湯川新町一丁目３ 

５５番２地先から 

小倉南区湯川新町一丁目３ 

５３番２地先まで 

4.3

～

4.7

121.2

６０４３ 曽根２ 

２３号 

線 

前 小倉南区曽根北町２６３３ 

番４４地先から 

小倉南区大字曽根４３６１ 

番１０地先まで 

16.6

～

18.9

1,063.7

  後 小倉南区曽根北町２６３３ 

番４４地先から 

小倉南区大字曽根４３６１ 

番１０地先まで 

16.6

～

18.9

1,063.7

６２６２ 湯川新 

町１１ 

９号線 

前 小倉南区湯川新町一丁目３ 

９７番２地先から 

小倉南区湯川新町一丁目３ 

５３番１地先まで 

5.9

～

7.6

186.8

  後 小倉南区湯川新町一丁目３ 

９７番２地先から 

小倉南区湯川新町一丁目３ 

５３番１地先まで 

5.9

～

7.6

186.8

１５１９ 今光６ 

号線 

前 若松区今光二丁目２８番３ 

地先から 

若松区今光二丁目１９番２ 

１地先まで 

2.2

～

14.0

198.4
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  後 若松区今光二丁目２８番３ 

地先から 

若松区今光二丁目１９番２ 

１地先まで 

2.2

～

6.2

198.6

３６８０ 青葉台 

西３号 

線 

前 若松区青葉台西六丁目２番 

１１０地先から 

若松区青葉台西六丁目２番 

１０６地先まで 

9.7

～

13.0

310.7

  後 若松区青葉台西六丁目２番 

１１３地先から 

若松区青葉台西六丁目２番 

１０６地先まで 

9.7

～

13.1

313.9

３８８６ 青葉台 

西８号 

線 

前 若松区青葉台西六丁目２番 

１０１地先から 

若松区青葉台西六丁目２番 

１１０地先まで 

9.7

～

12.1

202.2

  後 若松区青葉台西六丁目２番 

１０１地先から 

若松区青葉台西六丁目２番 

１１５地先まで 

9.7

～

12.1

199.3

７３３ 楠橋野 

面１号 

線 

前 八幡西区楠橋南三丁目１１ 

１番１地先から 

八幡西区大字野面２３９６ 

番５地先まで 

5.5

～

9.7

269.7

  後 八幡西区楠橋南三丁目１１ 

１番１地先から 

八幡西区大字野面２３９６ 

番５地先まで 

7.9

～

9.7

270.0

２６８８ 楠橋８ 

６号線 

前 八幡西区大字楠橋３１番４ 

地先から 

八幡西区大字楠橋１３番７ 

地先まで 

5.9

～

6.3

208.4
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  後 八幡西区楠橋南三丁目３１ 

番９地先から 

八幡西区大字楠橋１３番７ 

地先まで 

6.0

～

6.3

206.8

３７７５ 千代ケ 

崎３７ 

号線 

前 八幡西区千代ケ崎三丁目１ 

４番１地先から 

八幡西区千代ケ崎三丁目１ 

４番２５地先まで 

5.9

～

6.8

441.7

  後 八幡西区千代ケ崎三丁目１ 

４番１地先から 

八幡西区千代ケ崎三丁目１ 

４番２５地先まで 

5.9

～

6.8

441.2

５１７７ 光貞台 

１号線 

前 八幡西区光貞台一丁目１番 

２地先から 

八幡西区光貞台一丁目１３ 

番地先まで 

12.0

～

12.2

407.2

  後 八幡西区光貞台一丁目１番 

２地先から 

八幡西区光貞台三丁目１番 

１１地先まで 

12.0

～

12.2

404.1

５１７８ 光貞台 

２号線 

前 八幡西区光貞台一丁目１番 

１地先から 

八幡西区光貞台一丁目１３ 

番地先まで 

8.7

～

9.1

314.2

  後 八幡西区光貞台一丁目１番 

１地先から 

八幡西区光貞台一丁目１１ 

番１４地先まで 

8.9

～

11.2

304.9

５１７９ 光貞台 

３号線 

前 八幡西区光貞台一丁目１１ 

番１６地先から 

八幡西区光貞台一丁目８番 

地先まで 

5.7

～

6.0

229.6
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  後 八幡西区光貞台一丁目１１ 

番１６地先から 

八幡西区光貞台一丁目８番 

地先まで 

5.7

～

6.0

228.9

５１８０ 光貞台 

４号線 

前 八幡西区光貞台一丁目１０ 

番６地先から 

八幡西区光貞台一丁目１２ 

番２地先まで 

6.0 90.6

  後 八幡西区光貞台一丁目１０ 

番６地先から 

八幡西区光貞台一丁目１２ 

番２地先まで 

6.0 86.1

５１８１ 光貞台 

５号線 

前 八幡西区光貞台一丁目１０ 

番１地先から 

八幡西区光貞台一丁目９番 

９地先まで 

6.0 65.3

  後 八幡西区光貞台一丁目１０ 

番１地先から 

八幡西区光貞台一丁目９番 

８地先まで 

6.0 65.8

５１８２ 光貞台 

６号線 

前 八幡西区光貞台一丁目７番 

９地先から 

八幡西区光貞台一丁目１１ 

番１地先まで 

6.0

～

6.1

30.9

  後 八幡西区光貞台一丁目７番 

９地先から 

八幡西区光貞台一丁目１１ 

番１地先まで 

6.0

～

6.1

30.7

５１８４ 光貞台 

８号線 

前 八幡西区光貞台一丁目８番 

地先から 

八幡西区光貞台一丁目２番 

地先まで 

6.0

～

8.0

513.3
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  後 八幡西区光貞台一丁目８番 

地先から 

八幡西区光貞台一丁目２番 

地先まで 

6.0

～

7.8

510.6

５１８５ 光貞台 

９号線 

前 八幡西区光貞台一丁目３番 

１地先から 

八幡西区光貞台一丁目６番 

４８地先まで 

6.0

～

9.1

374.6

  後 八幡西区光貞台一丁目３番 

３５地先から 

八幡西区光貞台一丁目６番 

４８地先まで 

6.0

～

9.1

373.1

５１８６ 光貞台 

１０号 

線 

前 八幡西区光貞台一丁目３番 

３地先から 

八幡西区光貞台一丁目３番 

９地先まで 

4.5

～

4.6

69.0

  後 八幡西区光貞台一丁目３番 

３地先から 

八幡西区光貞台一丁目３番 

９地先まで 

4.5

～

4.6

69.1

５１８７ 光貞台 

１１号 

線 

前 八幡西区光貞台一丁目４番 

地先から 

八幡西区光貞台一丁目５番 

地先まで 

6.0

～

10.7

141.2

  後 八幡西区光貞台一丁目４番 

地先から 

八幡西区光貞台一丁目５番 

地先まで 

6.0 140.1

５１８８ 光貞台 

１２号 

線 

前 八幡西区光貞台一丁目５番 

地先から 

八幡西区光貞台一丁目６番 

２８地先まで 

6.0 120.5
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  後 八幡西区光貞台一丁目５番 

地先から 

八幡西区光貞台一丁目６番 

２８地先まで 

6.0

～

6.1

120.5

５１８９ 光貞台 

１３号 

線 

前 八幡西区光貞台一丁目２番 

地先から 

八幡西区光貞台一丁目３番 

９地先まで 

9.0

～

9.5

218.7

  後 八幡西区光貞台一丁目２番 

地先から 

八幡西区光貞台一丁目３番 

９地先まで 

9.0

～

9.5

217.5

５１９０ 光貞台 

１４号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目２１ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目２番 

１２地先まで 

9.0 343.8

  後 八幡西区光貞台二丁目２１ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目１番 

１１地先まで 

9.0 341.5

５１９１ 光貞台 

１５号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目２１ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目２５ 

番９地先まで 

6.0 455.5

  後 八幡西区光貞台二丁目２１ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目２５ 

番９地先まで 

6.0 452.7

５１９２ 光貞台 

１６号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目２２ 

番６地先から 

八幡西区光貞台二丁目１９ 

番８地先まで 

6.0 397.1
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  後 八幡西区光貞台二丁目２２ 

番６地先から 

八幡西区光貞台二丁目１９ 

番８地先まで 

6.0 394.8

５１９３ 光貞台 

１７号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目２１ 

番５地先から 

八幡西区光貞台二丁目１８ 

番７地先まで 

9.0

～

26.2

342.2

  後 八幡西区光貞台二丁目２１ 

番５地先から 

八幡西区光貞台二丁目１８ 

番７地先まで 

9.0 343.2

５１９４ 光貞台 

１８号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目１６ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目１２ 

番７地先まで 

6.0 322.9

  後 八幡西区光貞台二丁目１６ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目１２ 

番７地先まで 

6.0 321.1

５１９５ 光貞台 

１９号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目１４ 

番１５地先から 

八幡西区光貞台二丁目４番 

１８地先まで 

6.0 185.1

  後 八幡西区光貞台二丁目１４ 

番１５地先から 

八幡西区光貞台二丁目４番 

１８地先まで 

6.0 184.4

５１９６ 光貞台 

２０号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目１４ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目１１ 

番７地先まで 

6.0 224.8
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  後 八幡西区光貞台二丁目１４ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目１１ 

番７地先まで 

6.0 223.5

５１９７ 光貞台 

２１号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目１５ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目８番 

６地先まで 

6.0 243.8

  後 八幡西区光貞台二丁目１５ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目８番 

６地先まで 

6.0 241.8

５１９８ 光貞台 

２２号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目９番 

１地先から 

八幡西区光貞台二丁目６番 

５地先まで 

6.0 185.6

  後 八幡西区光貞台二丁目９番 

１地先から 

八幡西区光貞台二丁目６番 

５地先まで 

6.0 184.7

５１９９ 光貞台 

２３号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目５番 

１地先から 

八幡西区光貞台二丁目３番 

１２地先まで 

6.0 172.3

  後 八幡西区光貞台二丁目５番 

１地先から 

八幡西区光貞台二丁目３番 

１２地先まで 

6.0 171.4

５２００ 光貞台 

２４号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目４番 

１７地先から 

八幡西区光貞台二丁目１番 

９地先まで 

6.0

～

13.0

246.0
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  後 八幡西区光貞台二丁目４番 

１７地先から 

八幡西区光貞台二丁目１番 

９地先まで 

6.0 244.6

５２０１ 光貞台 

２５号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目１番 

１６地先から 

八幡西区光貞台二丁目２番 

２０地先まで 

6.0 32.0

  後 八幡西区光貞台二丁目１番 

１６地先から 

八幡西区光貞台二丁目２番 

２０地先まで 

6.0 32.0

５２０２ 光貞台 

２６号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目２０ 

番１８地先から 

八幡西区光貞台二丁目１６ 

番８地先まで 

6.0

～

10.9

73.2

  後 八幡西区光貞台二丁目２０ 

番１８地先から 

八幡西区光貞台二丁目１６ 

番８地先まで 

6.0 73.2

５２０３ 光貞台 

２７号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目２４ 

番２地先から 

八幡西区光貞台二丁目２３ 

番８地先まで 

6.0 17.9

  後 八幡西区光貞台二丁目２４ 

番２地先から 

八幡西区光貞台二丁目２３ 

番８地先まで 

6.0 17.9

５２０４ 光貞台 

２８号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目１３ 

番１６地先から 

八幡西区光貞台二丁目５番 

８地先まで 

6.0

～

10.6

146.4
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  後 八幡西区光貞台二丁目１３ 

番１６地先から 

八幡西区光貞台二丁目５番 

８地先まで 

6.0 146.3

５２０５ 光貞台 

２９号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目２５ 

番１８地先から 

八幡西区光貞台二丁目１７ 

番８地先まで 

6.0

～

12.9

111.4

  後 八幡西区光貞台二丁目２５ 

番１８地先から 

八幡西区光貞台二丁目１７ 

番８地先まで 

6.0 111.6

５２０６ 光貞台 

３０号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目１２ 

番８地先から 

八幡西区光貞台二丁目３番 

１１地先まで 

6.0

～

11.5

202.0

  後 八幡西区光貞台二丁目１２ 

番８地先から 

八幡西区光貞台二丁目３番 

１１地先まで 

6.0 200.9

５２０７ 光貞台 

３１号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目１２ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目７番 

６地先まで 

6.0 29.2

  後 八幡西区光貞台二丁目１２ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目７番 

６地先まで 

6.0 29.1

５２０８ 光貞台 

３２号 

線 

前 八幡西区光貞台二丁目２２ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目２３ 

番１３地先まで 

6.0 57.2
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  後 八幡西区光貞台二丁目２２ 

番１地先から 

八幡西区光貞台二丁目２３ 

番１３地先まで 

6.0 56.5

５２０９ 光貞台 

３３号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目２５ 

番２地先から 

八幡西区光貞台三丁目１９ 

番３地先まで 

5.5

～

6.1

549.6

  後 八幡西区光貞台三丁目２５ 

番２地先から 

八幡西区光貞台三丁目１９ 

番２地先まで 

6.0

～

6.1

547.5

５２１０ 光貞台 

３４号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目２９ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目２８ 

番５地先まで 

6.0 105.6

  後 八幡西区光貞台三丁目２９ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目２８ 

番５地先まで 

6.0 105.1

５２１１ 光貞台 

３５号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目２７ 

番７地先から 

八幡西区光貞台三丁目２４ 

番５地先まで 

6.0 125.6

  後 八幡西区光貞台三丁目２７ 

番７地先から 

八幡西区光貞台三丁目２４ 

番５地先まで 

6.0 124.7

５２１２ 光貞台 

３６号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目２８ 

番６地先から 

八幡西区光貞台三丁目２７ 

番２地先まで 

6.0 71.6
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  後 八幡西区光貞台三丁目２８ 

番６地先から 

八幡西区光貞台三丁目２７ 

番２地先まで 

6.0 71.1

５２１３ 光貞台 

３７号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目２２ 

番１０地先から 

八幡西区光貞台三丁目１７ 

番２地先まで 

6.0

～

9.0

254.0

  後 八幡西区光貞台三丁目２２ 

番１０地先から 

八幡西区光貞台三丁目１７ 

番２地先まで 

6.0

～

9.0

252.4

５２１４ 光貞台 

３８号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目２１ 

番７地先から 

八幡西区光貞台三丁目１８ 

番２地先まで 

6.0 238.0

  後 八幡西区光貞台三丁目２１ 

番７地先から 

八幡西区光貞台三丁目１８ 

番２地先まで 

6.0 236.9

５２１５ 光貞台 

３９号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目２１ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目２０ 

番４地先まで 

6.0 46.4

  後 八幡西区光貞台三丁目２１ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目２０ 

番４地先まで 

6.0 46.4

５２１６ 光貞台 

４０号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目２３ 

番６地先から 

八幡西区光貞台三丁目１番 

１１地先まで 

6.0

～

12.0

695.3
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  後 八幡西区光貞台三丁目２３ 

番６地先から 

八幡西区光貞台一丁目１３ 

番地先まで 

6.0

～

12.0

692.0

５２１７ 光貞台 

４１号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目２４ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目１９ 

番１０地先まで 

6.0

～

9.0

235.9

  後 八幡西区光貞台三丁目２４ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目１９ 

番１０地先まで 

6.0

～

9.0

235.1

５２１８ 光貞台 

４２号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目１６ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目１５ 

番６地先まで 

6.0 108.6

  後 八幡西区光貞台三丁目１６ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目１５ 

番６地先まで 

6.0 108.0

５２１９ 光貞台 

４３号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目１２ 

番６地先から 

八幡西区光貞台三丁目１１ 

番５地先まで 

6.0 127.0

  後 八幡西区光貞台三丁目１２ 

番６地先から 

八幡西区光貞台三丁目１１ 

番５地先まで 

6.0 125.1

５２２０ 光貞台 

４４号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目１４ 

番７地先から 

八幡西区光貞台三丁目１番 

１２地先まで 

6.0 411.9
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  後 八幡西区光貞台三丁目１４ 

番７地先から 

八幡西区光貞台三丁目１番 

１２地先まで 

6.0 410.4

５２２１ 光貞台 

４５号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目１５ 

番７地先から 

八幡西区光貞台三丁目１４ 

番２地先まで 

6.0 75.0

  後 八幡西区光貞台三丁目１５ 

番７地先から 

八幡西区光貞台三丁目１４ 

番２地先まで 

6.0 74.7

５２２２ 光貞台 

４６号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目１７ 

番９地先から 

八幡西区光貞台三丁目３番 

１６地先まで 

6.0 403.2

  後 八幡西区光貞台三丁目１７ 

番９地先から 

八幡西区光貞台三丁目３番 

１６地先まで 

6.0 401.8

５２２３ 光貞台 

４７号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目１４ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目６番 

９地先まで 

6.0 105.8

  後 八幡西区光貞台三丁目１４ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目６番 

９地先まで 

6.0 105.1

５２２４ 光貞台 

４８号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目１３ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目１０ 

番８地先まで 

6.0 32.6
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  後 八幡西区光貞台三丁目１３ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目１０ 

番８地先まで 

6.0 32.4

５２２５ 光貞台 

４９号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目７番 

１地先から 

八幡西区光貞台三丁目５番 

５地先まで 

6.0 109.3

  後 八幡西区光貞台三丁目７番 

１地先から 

八幡西区光貞台三丁目５番 

５地先まで 

6.0 108.7

５２２６ 光貞台 

５０号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目８番 

６地先から 

八幡西区光貞台三丁目２番 

１地先まで 

6.0 169.0

  後 八幡西区光貞台三丁目８番 

６地先から 

八幡西区光貞台三丁目２番 

１地先まで 

6.0 168.4

５２２７ 光貞台 

５１号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目９番 

１地先から 

八幡西区光貞台三丁目４番 

５地先まで 

6.0 108.2

  後 八幡西区光貞台三丁目９番 

１地先から 

八幡西区光貞台三丁目４番 

５地先まで 

6.0 108.2

５２２８ 光貞台 

５２号 

線 

前 八幡西区光貞台三丁目１０ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目１番 

３地先まで 

6.0 32.4
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  後 八幡西区光貞台三丁目１０ 

番１地先から 

八幡西区光貞台三丁目１番 

２２地先まで 

6.0 32.1

５７３１ 浅川１ 

７３号 

線 

前 八幡西区浅川学園台四丁目 

１番１０１地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

７番１０９地先まで 

6.0

～

9.0

136.3

  後 八幡西区浅川学園台四丁目 

１番１０９地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

４番１０９地先まで 

6.0

～

9.0

135.5

５７３２ 浅川１ 

７４号 

線 

前 八幡西区浅川学園台四丁目 

９番１０１地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

１番１０７地先まで 

6.0

～

7.2

606.6

  後 八幡西区浅川学園台四丁目 

８番１０４地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

４番１０１地先まで 

6.0

～

6.9

610.4

５７３３ 浅川１ 

７５号 

線 

前 八幡西区浅川学園台四丁目 

２番１１７地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

３番１０８地先まで 

6.0 96.9

  後 八幡西区浅川学園台四丁目 

３番１０２地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

２番１１１地先まで 

6.0 96.2

５７３４ 浅川１ 

７６号 

線 

前 八幡西区浅川学園台四丁目 

３番１０１地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

４番１０８地先まで 

6.0 98.4

30



  後 八幡西区浅川学園台四丁目 

４番１０２地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

３番１０９地先まで 

6.0 97.7

５７３５ 浅川１ 

７７号 

線 

前 八幡西区浅川学園台四丁目 

１１番１０２地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

７番１１４地先まで 

6.0 174.9

  後 八幡西区浅川学園台四丁目 

２番１１０地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

８番１０１地先まで 

6.0 174.8

５７３６ 浅川１ 

７８号 

線 

前 八幡西区浅川学園台四丁目 

１１番１０１地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

１０番１１０地先まで 

6.0 113.9

  後 八幡西区浅川学園台四丁目 

１０番１０２地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

１１番１０９地先まで 

6.0 114.9

５７３７ 浅川１ 

７９号 

線 

前 八幡西区浅川学園台四丁目 

１０番１０１地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

９番１１１地先まで 

6.0 133.0

  後 八幡西区浅川学園台四丁目 

９番１０２地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

１０番１１１地先まで 

6.0 133.3

５７３８ 浅川１ 

８０号 

線 

前 八幡西区浅川学園台四丁目 

５番１０２地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

３番３３地先まで 

5.7

～

6.0

299.3
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  後 八幡西区浅川学園台四丁目 

１番１０８地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

８番１０５地先まで 

5.7

～

6.0

300.1

５７３９ 浅川１ 

８１号 

線 

前 八幡西区浅川学園台四丁目 

７番１０８地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

６番１１１地先まで 

6.0 89.8

  後 八幡西区浅川学園台四丁目 

５番１０６地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

７番１０１地先まで 

6.0 90.2

５７４０ 浅川１ 

８２号 

線 

前 八幡西区浅川学園台四丁目 

５番１０１地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

６番１０７地先まで 

6.0 49.8

  後 八幡西区浅川学園台四丁目 

６番１０４地先から 

八幡西区浅川学園台四丁目 

５番１０７地先まで 

6.0 49.9

５７４２ 浅川光 

貞台１ 

号線 

前 八幡西区浅川学園台四丁目 

１００番４１地先から 

八幡西区光貞台一丁目３番 

３５地先まで 

6.0 19.5

  後 八幡西区浅川学園台四丁目 

９番１１５地先から 

八幡西区光貞台二丁目２６ 

番２１地先まで 

6.0 22.5
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北九州市告示第３９１号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和３年１２月１日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。

  令和３年１２月１日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 道路の種類 市道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

７０１ 二タ松町

片上町１

号線

門司区二夕松町２番６地先から

門司区片上町４８６番６地先まで

１２６０ 風師１９

号線

門司区風師四丁目１５９番２地先から

門司区風師四丁目３５９番８地先まで

１２６２ 風師２１

号線

門司区風師四丁目２５７番４地先から

門司区風師三丁目３７９番１地先まで

１２６３ 風師２２

号線

門司区風師四丁目１２番１０地先から

門司区風師四丁目２番１地先まで

１２６４ 風師２３

号線

門司区風師四丁目１２番１地先から

門司区風師四丁目１２番１０地先まで

１２６５ 風師２４

号線

門司区風師四丁目３８７番地先から

門司区風師四丁目３８６番地先まで

１２６６ 風師２５

号線

門司区風師四丁目２３番１地先から

門司区風師三丁目３３７番２地先まで

１２６７ 風師２６

号線

門司区風師四丁目１番６地先から

門司区風師四丁目１番７地先まで

１２６８ 風師２７

号線

門司区風師四丁目１番１０地先から

門司区風師四丁目１番９地先まで
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１２７１ 風師３０

号線

門司区風師四丁目１番１地先から

門司区風師四丁目１番１０地先まで

１２７３ 風師３２

号線

門司区風師三丁目３７２番１地先から

門司区風師三丁目３７２番５６地先まで

１２７５ 春日町２

号線

門司区春日町９４３番２地先から

門司区高砂町９番９地先まで

１２８７ 春日町１

４号線

門司区春日町２０７番５地先から

門司区春日町７番１３地先まで

２６４７ 東門司１

６号線

門司区東門司二丁目２０３９番５地先から

門司区東門司二丁目１９３５番２地先まで

２６５０ 東門司１

９号線

門司区東門司二丁目２０２０番５地先から

門司区東門司二丁目２００１番４０地先まで

２７３９ 二タ松町

１号線

門司区二夕松町４１４番４９地先から

門司区二夕松町２番５地先まで

３０７２ 風師３３

号線

門司区風師三丁目３７２番３２地先から

門司区風師三丁目２番３地先まで

７０５ 末広１号

線

小倉北区末広二丁目１３番地先から

小倉北区長浜町３３５番１地先まで

７１８ 高坊黒原

１号線

小倉北区高坊二丁目１２８１番２地先から

小倉北区黒原三丁目１０２７番４地先まで

１０３１ 足原６号

線

小倉北区足原二丁目６０番９地先から

小倉北区足原二丁目５番１地先まで

１０４９ 足原２４

号線

小倉北区足原二丁目５番３２地先から

小倉北区足原一丁目５番２８地先まで

１２７４ 板櫃町４

号線

小倉北区板櫃町３番１地先から

小倉北区板櫃町１番１２地先まで

１２７８ 板櫃町８

号線

小倉北区板櫃町３番１地先から

小倉北区板櫃町１３８６番４地先まで

34



１７９０ 黒原２８

号線

小倉北区黒原三丁目１０９３番１６地先から

小倉北区黒原三丁目１０７８番１地先まで

１８５５ 熊谷５号

線

小倉北区熊谷一丁目１８２番２地先から

小倉北区熊谷一丁目１８４番１地先まで

１８６２ 熊谷１２

号線

小倉北区熊谷一丁目７９番２２地先から

小倉北区熊谷一丁目１８４番１地先まで

２８８１ 緑ケ丘２

号線

小倉北区緑ケ丘一丁目２３５５番１地先から

小倉北区緑ケ丘三丁目１０２番１地先まで

３０６６ 霧ケ丘１

９号線

小倉北区霧ケ丘一丁目１０７６番１０地先から

小倉北区高坊二丁目１６３７番１６地先まで

５１０ 長野津田

１号線

小倉南区長野一丁目１３８５番５地先から

小倉南区津田南町１９５番１地先まで

２７２５ 津田４号

線

小倉南区津田四丁目４１０番２地先から

小倉南区津田五丁目８２５番地先まで

２７２８ 津田７号

線

小倉南区津田四丁目５３７番２地先から

小倉南区津田四丁目５３８番地先まで

２９９５ 長野１８

号線

小倉南区大字長野７４１番３地先から

小倉南区大字長野２７８番１地先まで

３０５３ 長野本町

２号線

小倉南区長野本町三丁目２１１８番１地先から

小倉南区長野本町二丁目２１４９番１地先まで

４０４２ 湯川新町

１４号線

小倉南区湯川新町一丁目４１３番地先から

小倉南区湯川新町一丁目３５３番１地先まで

４０４４ 湯川新町

１６号線

小倉南区湯川新町一丁目３５５番２地先から

小倉南区湯川新町一丁目３５３番２地先まで

６０４３ 曽根２２

３号線

小倉南区曽根北町２６３３番４４地先から

小倉南区大字曽根４３６１番１０地先まで

１５１９ 今光６号

線

若松区今光二丁目２８番３地先から

若松区今光二丁目１９番２１地先まで
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３６８０ 青葉台西

３号線

若松区青葉台西六丁目２番１１３地先から

若松区青葉台西六丁目２番１０６地先まで

３８８６ 青葉台西

８号線

若松区青葉台西六丁目２番１０１地先から

若松区青葉台西六丁目２番１１５地先まで

３９００ 青葉台西

９号線

若松区青葉台西六丁目２番１０１地先から

若松区青葉台西六丁目２番１１７地先まで

７３３ 楠橋野面

１号線

八幡西区楠橋南三丁目１１１番１地先から

八幡西区大字野面２３９６番５地先まで

２６８８ 楠橋８６

号線

八幡西区楠橋南三丁目３１番９地先から

八幡西区大字楠橋１３番７地先まで

３７７５ 千代ケ崎

３７号線

八幡西区千代ケ崎三丁目１４番１地先から

八幡西区千代ケ崎三丁目１４番２５地先まで

５１７７ 光貞台１

号線

八幡西区光貞台一丁目１番２地先から

八幡西区光貞台三丁目１番１１地先まで

５１７８ 光貞台２

号線

八幡西区光貞台一丁目１番１地先から

八幡西区光貞台一丁目１１番１４地先まで

５１７９ 光貞台３

号線

八幡西区光貞台一丁目１１番１６地先から

八幡西区光貞台一丁目８番地先まで

５１８０ 光貞台４

号線

八幡西区光貞台一丁目１０番６地先から

八幡西区光貞台一丁目１２番２地先まで

５１８１ 光貞台５

号線

八幡西区光貞台一丁目１０番１地先から

八幡西区光貞台一丁目９番８地先まで

５１８２ 光貞台６

号線

八幡西区光貞台一丁目７番９地先から

八幡西区光貞台一丁目１１番１地先まで

５１８４ 光貞台８

号線

八幡西区光貞台一丁目８番地先から

八幡西区光貞台一丁目２番地先まで

５１８５ 光貞台９

号線

八幡西区光貞台一丁目３番３５地先から

八幡西区光貞台一丁目６番４８地先まで
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５１８６ 光貞台１

０号線

八幡西区光貞台一丁目３番３地先から

八幡西区光貞台一丁目３番９地先まで

５１８７ 光貞台１

１号線

八幡西区光貞台一丁目４番地先から

八幡西区光貞台一丁目５番地先まで

５１８８ 光貞台１

２号線

八幡西区光貞台一丁目５番地先から

八幡西区光貞台一丁目６番２８地先まで

５１８９ 光貞台１

３号線

八幡西区光貞台一丁目２番地先から

八幡西区光貞台一丁目３番９地先まで

５１９０ 光貞台１

４号線

八幡西区光貞台二丁目２１番１地先から

八幡西区光貞台三丁目１番１１地先まで

５１９１ 光貞台１

５号線

八幡西区光貞台二丁目２１番１地先から

八幡西区光貞台二丁目２５番９地先まで

５１９２ 光貞台１

６号線

八幡西区光貞台二丁目２２番６地先から

八幡西区光貞台二丁目１９番８地先まで

５１９３ 光貞台１

７号線

八幡西区光貞台二丁目２１番５地先から

八幡西区光貞台二丁目１８番７地先まで

５１９４ 光貞台１

８号線

八幡西区光貞台二丁目１６番１地先から

八幡西区光貞台二丁目１２番７地先まで

５１９５ 光貞台１

９号線

八幡西区光貞台二丁目１４番１５地先から

八幡西区光貞台二丁目４番１８地先まで

５１９６ 光貞台２

０号線

八幡西区光貞台二丁目１４番１地先から

八幡西区光貞台二丁目１１番７地先まで

５１９７ 光貞台２

１号線

八幡西区光貞台二丁目１５番１地先から

八幡西区光貞台二丁目８番６地先まで

５１９８ 光貞台２

２号線

八幡西区光貞台二丁目９番１地先から

八幡西区光貞台二丁目６番５地先まで

５１９９ 光貞台２

３号線

八幡西区光貞台二丁目５番１地先から

八幡西区光貞台二丁目３番１２地先まで
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５２００ 光貞台２

４号線

八幡西区光貞台二丁目４番１７地先から

八幡西区光貞台二丁目１番９地先まで

５２０１ 光貞台２

５号線

八幡西区光貞台二丁目１番１６地先から

八幡西区光貞台二丁目２番２０地先まで

５２０２ 光貞台２

６号線

八幡西区光貞台二丁目２０番１８地先から

八幡西区光貞台二丁目１６番８地先まで

５２０３ 光貞台２

７号線

八幡西区光貞台二丁目２４番２地先から

八幡西区光貞台二丁目２３番８地先まで

５２０４ 光貞台２

８号線

八幡西区光貞台二丁目１３番１６地先から

八幡西区光貞台二丁目５番８地先まで

５２０５ 光貞台２

９号線

八幡西区光貞台二丁目２５番１８地先から

八幡西区光貞台二丁目１７番８地先まで

５２０６ 光貞台３

０号線

八幡西区光貞台二丁目１２番８地先から

八幡西区光貞台二丁目３番１１地先まで

５２０７ 光貞台３

１号線

八幡西区光貞台二丁目１２番１地先から

八幡西区光貞台二丁目７番６地先まで

５２０８ 光貞台３

２号線

八幡西区光貞台二丁目２２番１地先から

八幡西区光貞台二丁目２３番１３地先まで

５２０９ 光貞台３

３号線

八幡西区光貞台三丁目２５番２地先から

八幡西区光貞台三丁目１９番２地先まで

５２１０ 光貞台３

４号線

八幡西区光貞台三丁目２９番１地先から

八幡西区光貞台三丁目２８番５地先まで

５２１１ 光貞台３

５号線

八幡西区光貞台三丁目２７番７地先から

八幡西区光貞台三丁目２４番５地先まで

５２１２ 光貞台３

６号線

八幡西区光貞台三丁目２８番６地先から

八幡西区光貞台三丁目２７番２地先まで

５２１３ 光貞台３

７号線

八幡西区光貞台三丁目２２番１０地先から

八幡西区光貞台三丁目１７番２地先まで
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５２１４ 光貞台３

８号線

八幡西区光貞台三丁目２１番７地先から

八幡西区光貞台三丁目１８番２地先まで

５２１５ 光貞台３

９号線

八幡西区光貞台三丁目２１番１地先から

八幡西区光貞台三丁目２０番４地先まで

５２１６ 光貞台４

０号線

八幡西区光貞台三丁目２３番６地先から

八幡西区光貞台一丁目１３番地先まで

５２１７ 光貞台４

１号線

八幡西区光貞台三丁目２４番１地先から

八幡西区光貞台三丁目１９番１０地先まで

５２１８ 光貞台４

２号線

八幡西区光貞台三丁目１６番１地先から

八幡西区光貞台三丁目１５番６地先まで

５２１９ 光貞台４

３号線

八幡西区光貞台三丁目１２番６地先から

八幡西区光貞台三丁目１１番５地先まで

５２２０ 光貞台４

４号線

八幡西区光貞台三丁目１４番７地先から

八幡西区光貞台三丁目１番１２地先まで

５２２１ 光貞台４

５号線

八幡西区光貞台三丁目１５番７地先から

八幡西区光貞台三丁目１４番２地先まで

５２２２ 光貞台４

６号線

八幡西区光貞台三丁目１７番９地先から

八幡西区光貞台三丁目３番１６地先まで

５２２３ 光貞台４

７号線

八幡西区光貞台三丁目１４番１地先から

八幡西区光貞台三丁目６番９地先まで

５２２４ 光貞台４

８号線

八幡西区光貞台三丁目１３番１地先から

八幡西区光貞台三丁目１０番８地先まで

５２２５ 光貞台４

９号線

八幡西区光貞台三丁目７番１地先から

八幡西区光貞台三丁目５番５地先まで

５２２６ 光貞台５

０号線

八幡西区光貞台三丁目８番６地先から

八幡西区光貞台三丁目２番１地先まで

５２２７ 光貞台５

１号線

八幡西区光貞台三丁目９番１地先から

八幡西区光貞台三丁目４番５地先まで
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５２２８ 光貞台５

２号線

八幡西区光貞台三丁目１０番１地先から

八幡西区光貞台三丁目１番２２地先まで

５７３１ 浅川１７

３号線

八幡西区浅川学園台四丁目１番１０９地先から

八幡西区浅川学園台四丁目４番１０９地先まで

５７３２ 浅川１７

４号線

八幡西区浅川学園台四丁目８番１０４地先から

八幡西区浅川学園台四丁目４番１０１地先まで

５７３３ 浅川１７

５号線

八幡西区浅川学園台四丁目３番１０２地先から

八幡西区浅川学園台四丁目２番１１１地先まで

５７３４ 浅川１７

６号線

八幡西区浅川学園台四丁目４番１０２地先から

八幡西区浅川学園台四丁目３番１０９地先まで

５７３５ 浅川１７

７号線

八幡西区浅川学園台四丁目２番１１０地先から

八幡西区浅川学園台四丁目８番１０１地先まで

５７３６ 浅川１７

８号線

八幡西区浅川学園台四丁目１０番１０２地先から

八幡西区浅川学園台四丁目１１番１０９地先まで

５７３７ 浅川１７

９号線

八幡西区浅川学園台四丁目９番１０２地先から

八幡西区浅川学園台四丁目１０番１１１地先まで

５７３８ 浅川１８

０号線

八幡西区浅川学園台四丁目１番１０８地先から

八幡西区浅川学園台四丁目８番１０５地先まで

５７３９ 浅川１８

１号線

八幡西区浅川学園台四丁目５番１０６地先から

八幡西区浅川学園台四丁目７番１０１地先まで

５７４０ 浅川１８

２号線

八幡西区浅川学園台四丁目６番１０４地先から

八幡西区浅川学園台四丁目５番１０７地先まで

５７４２ 浅川光貞

台１号線

八幡西区浅川学園台四丁目９番１１５地先から

八幡西区光貞台二丁目２６番２１地先まで
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北九州市告示第３９２号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  令和３年１２月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 医科（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

みんなの小倉クリニッ

ク 

北九州市小倉南区下城野三丁目１

番２６号オフィスパレア下城野Ⅰ

Ａ棟３号室 

令和３年１

２月１日 

２ 薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

よしたけ薬局 宇佐町

店 

北九州市小倉北区宇佐町一丁目７

番３５号 

令和３年１

２月１日 

サンキュードラッグ 

永犬丸薬局 

北九州市八幡西区八枝一丁目７番

８号 

令和３年１

２月１日 

コスモス薬局 永犬丸

店 

北九州市八幡西区八枝五丁目４番

２６号 

令和３年１

２月１日 

３ 訪問看護（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

セントバーナード北九

州 訪問看護ステーシ

ョン 

北九州市小倉北区馬借一丁目１２

番１４―２０１号 

令和３年１

２月１日 

ありす訪問看護八幡西

ステーション 

北九州市八幡西区藤田一丁目５番

２１―１０４号 

令和３年１

２月１日 

とばた訪問看護ステー

ション 

北九州市戸畑区牧山二丁目８番１

号 

令和３年１

２月１日 
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北九州市告示第３９３号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとお

り告示する。

  令和３年１２月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

訪問看護（精神通院医療）所在地の変更

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

きゆ訪問看護ステーシ 

ョン 

旧 北九州市八幡西区星ヶ丘七丁

目８番２号ガーデンヒルズ星 

ヶ丘２０１号 

令和３年１

１月１日 

新 北九州市八幡西区木屋瀬東三

丁目６番２号 
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北九州市告示第３９４号      

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という 。） 第３６条第１項及び児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項の規定により、指定障害福

祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者を指定したので法第５１条１

号及び児童福祉法第２１条の５の２５第１号の規定により次のとおり告示する

。 

令和３年１２月１日     

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ホームヘルプ 

ひまわり 

北九州市小倉北

区今町二丁目１

番２号 １階 

合同会社アライブ 

代表社員 米原徹訓 

北九州市小倉北区今町二

丁目１番２号 １階 

特定無し 4017801707  

ヘルパーステー

ション令和 

北九州市若松区

大井戸町１１番

２号 

株式会社ＫＧ福祉サービ

ス 

代表取締役 小賀翔馬 

北九州市若松区栄盛川町

１０番８号 

特定無し 4016500508  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（重度訪問介護） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ホームヘルプ 

ひまわり 

北九州市小倉北

区今町二丁目１

番２号 １階 

合同会社アライブ 

代表社員 米原徹訓 

北九州市小倉北区今町二

丁目１番２号 １階 

特定無し 4017801707  

ヘルパーステー 株式会社ＫＧ福祉サービ 特定無し 4016500508  
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ション令和 

北九州市若松区

大井戸町１１番

２号 

ス 

代表取締役 小賀翔馬 

北九州市若松区栄盛川町

１０番８号 

（３） 指定障害福祉サービス事業者（自立訓練（生活訓練 ））  

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ＯＨＡＮＡ 

北九州市小倉南

区志井六丁目２

３番３号 

株式会社ＩＴＳＵＫＩ 

代表取締役 脇 功実 

福岡県行橋市須磨園５５

番地３ 

特定無し 4017702079  

（４） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

就労継続支援Ｂ

型 Ａｒｔ Ｓ

ｔｕｄｉｏ Ｋ

ｏｋｕｒａ 

北九州市小倉北

区片野三丁目４

番１８号はたけ

やまビル３・４

階 

株式会社カインド 

代表取締役 柿本 優 

北九州市小倉北区片野三

丁目４番１８号 

身体障害者

（肢体不自

由、聴覚言

語及び内部

障害 ）、 知

的障害者及

び精神障害

者 

4017801699  

ぎゃらりぃゆう 

北九州市小倉南

区葛原高松二丁

目１番２８号 

一般社団法人ゆう 

代表理事 髙木美惠子 

北九州市小倉南区葛原高

松二丁目１番２８号 

特定無し 4017701998  

（５） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

チャレンジラボ 株式会社スマイルカンパ 重症心身障 4057800072  
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清水校 

北九州市小倉北

区清水三丁目１

０番６号ベルガ

清水２０２ 

ニー 

代表取締役 村田美紀 

北九州市小倉北区馬借一

丁目１番１７－２７０３

号 

害児以外  

放課後等デイサ

ービス ペガサ

ス 

北九州市小倉南

区下城野二丁目

６番１０号テク

ノプラザ城野Ｃ

棟１号室 

合同会社サギシマ 

代表社員 鷺島利子 

北九州市小倉南区湯川新

町二丁目２６番１３号 

重症心身障

害児以外 

4057700116  

のぞみクラブ 

北九州市小倉南

区大字高津尾１

１９番５号 

株式会社望 

代表取締役 河原麻希 

北九州市小倉南区大字高

津尾１１９番５号 

重症心身障

害児以外 

4057700124  

ひまわり 

北九州市小倉南

区守恒本町二丁

目６番２８号 

合同会社亀山社中 

代表社員 中本悛輔 

北九州市小倉南区蒲生四

丁目３番２６号 

重症心身障

害児以外 

4057700132  

おーぷんはーと

高須 

北九州市若松区

高須西一丁目１

３番１号 

株式会社Ｃ―Ｓｍｉｌｅ 

代表取締役 江上智重子 

北九州市八幡西区引野三

丁目１３番１０号 

重症心身障

害児以外 

4056500053  

こどもデイサー

ビス ファース

トフレンド 

北九州市八幡東

区前田一丁目３

番１６号 パー

クハウス八幡１

０１号室 

一般社団法人フジフィー

ルド 

代表理事 藤本史郎 

福岡県築上郡吉富町大字

広津３８５番地１ 

重症心身障

害児以外 

4056600135  
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ぼのぼの 

北九州市八幡西

区藤原二丁目４

番３号 

合同会社びおら 

代表社員 松尾里江子 

北九州市八幡西区藤原二

丁目４番３号 

重症心身障

害児以外 

4056700117  

七色のひかり 

北九州市八幡西

区塔野一丁目１

番８号 

株式会社ジョブ・ブレー

ン 

代表取締役 岡本尚明 

北九州市八幡西区星ケ丘

二丁目１６番９号 

重症心身障

害児以外 

4056700125  

（６） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

のぞみクラブ 

北九州市小倉南

区大字高津尾１

１９番５号 

株式会社望 

代表取締役 河原麻希 

北九州市小倉南区大字高

津尾１１９番５号 

重症心身障

害児以外 

4057700124  

ひまわり 

北九州市小倉南

区守恒本町二丁

目６番２８号 

合同会社亀山社中 

代表社員 中本悛輔 

北九州市小倉南区蒲生四

丁目３番２６号 

重症心身障

害児以外 

4057700132  

おーぷんはーと

高須 

北九州市若松区

高須西一丁目１

３番１号 

株式会社Ｃ―Ｓｍｉｌｅ 

代表取締役 江上智重子 

北九州市八幡西区引野三

丁目１３番１０号 

重症心身障

害児以外 

4056500053  

こどもデイサー

ビス ファース

トフレンド 

北九州市八幡東

区前田一丁目３

番１６号 パー

クハウス八幡１

０１号室 

一般社団法人フジフィー

ルド 

代表理事 藤本史郎 

福岡県築上郡吉富町大字

広津３８５番地１ 

重症心身障

害児以外 

4056600135  
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ぼのぼの 

北九州市八幡西

区藤原二丁目４

番３号 

合同会社びおら 

代表社員 松尾里江子 

北九州市八幡西区藤原二

丁目４番３号 

重症心身障

害児以外 

4056700117  

七色のひかり 

北九州市八幡西

区塔野一丁目１

番８号 

株式会社ジョブ・ブレー

ン 

代表取締役 岡本尚明 

北九州市八幡西区星ケ丘

二丁目１６番９号 

重症心身障

害児以外 

4056700125  

もやいのえんが

わ 

北九州市八幡西

区鉄王二丁目２

番４３号 

社会福祉法人もやい聖友

会 

理事長 権頭喜美惠 

北九州市八幡西区鉄王二

丁目２番３６号 

重症心身障

害児以外 

4056715222  

２ 指定年月日 

 令和３年７月１日
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北九州市告示第３９５号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という 。） 第４６条第２項の規定による指定障害

福祉サービス事業の廃止の届出があったので、法第５１条２号の規定により次

のとおり告示する。

令和３年１２月１日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 指定事業者に関する事項

（１）  指定障害福祉サービス事業者（居宅介護） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

チームケアステ

ーションきらら

八幡ケアセンタ

ー 

北九州市八幡東

区西本町四丁目

１２番１８号 

有限会社月翔 

代表取締役 清水剛一朗 

北九州市小倉南区若園一

丁目３番２号 

特定無し 4016600407  

なごみ介護サー

ビス 

北九州市八幡西

区馬場山東二丁

目１０番５号 

有限会社なごみ 

取締役 谷﨑節子 

北九州市八幡西区馬場山

東二丁目１０番５号 

身体障害者

、知的障害

者及び障害

児 

4016700124  

（２）  指定障害福祉サービス事業者（重度訪問介護） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

なごみ介護サー

ビス 

北九州市八幡西

区馬場山東二丁

目１０番５号 

有限会社なごみ 

取締役 谷﨑節子 

北九州市八幡西区馬場山

東二丁目１０番５号 

身体障害者

、知的障害

者及び障害

児 

4016700124  

（３） 指定障害福祉サービス事業者（同行援護） 
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事業所又は施設

の名称及び所在 

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主 

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

チームケアステ

ーションきらら

八幡ケアセンタ

ー 

北九州市八幡東

区西本町四丁目

１２番１８号 

有限会社月翔 

代表取締役 清水剛一朗 

北九州市小倉南区若園一

丁目３番２号 

特定無し 4016600407  

（４）  指定障害福祉サービス事業者（生活介護） 

事業所又は施設

の名称及び所在 

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主 

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

多機能型事業所

折尾すずらん 

北九州市八幡西

区折尾一丁目１

４番９号 

社会福祉法人すみれ会 

理事長 前田 章 

神戸市長田区鹿松町二丁

目９番４３号 

知的障害者

及び精神障

害者 

4016701726  

（５） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型） 

事業所又は施設

の名称及び所在 

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主 

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ｎｅｓｔぎゃら

りぃゆう 

北九州市小倉南

区葛原高松二丁

目１番２８号 

特定非営利活動法人ｎｅ

ｓｔ 

理事長 林 澄江 

北九州市小倉北区木町三

丁目６番７号 

身体障害者

（肢体不自

由 ）、 知的

障害者及び

精神障害者 

4017701790  

２ 廃止年月日 

 令和３年６月３０日 
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北九州市公告第８１７号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年１２月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ヒマラヤ八幡西店 

  北九州市八幡西区八枝二丁目１番１０３ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社ヒマラヤ 

  岐阜県岐阜市江添一丁目１番１号 

  代表取締役 小森裕作 

３ 変更する事項 

（１）大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  ア 変更前 ３，４０１平方メートル 

  イ 変更後 ３，７９５平方メートル 

 （２） 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

  ア 駐車場の位置及び収容台数 

   （ア） 変更前 駐車場１ ９８台 

           駐車場２ ３６台 

           駐車場３ ３４台 

           計 １６８台 

   （イ） 変更後 駐車場１ ８１台 

           駐車場２ ３６台 

           駐車場３ ３４台 

           計 １５１台 

  イ 荷さばき施設の位置及び面積 

   （ア） 変更前 荷さばき施設１ ３１．５平方メートル 

           荷さばき施設２ ２４平方メートル 

           計 ５５．５平方メートル 
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   （イ） 変更後 荷さばき施設１ ４４平方メートル 

           計 ４４平方メートル 

  ウ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

（ア） 変更前 廃棄物保管施設１ ４２立方メートル 

   （イ） 変更後 廃棄物保管施設１ ２２．５３立方メートル 

 （３） 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

  ア 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

   （ア） 変更前 荷さばき施設１ 午前１０時から午後６時まで 

           荷さばき施設２ 午前１０時から午後６時まで 

   （イ） 変更後 荷さばき施設１ 午前９時から午後７時まで 

４ 変更する年月日 

  令和４年７月２５日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年１１月２４日 

７ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

  北九州市八幡西区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

   この公告の日から令和４年４月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令和３年

１２月２９日から令和４年１月３日までを除く。）の毎日午前８時３０分か

ら午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和４年４月１日までに北九州市産業経

済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出

すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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工事名 相割川護岸工事（３－３）
工事場所 北九州市門司区恒見町ほか
工事内容 工事延長　１００メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 ５，０３０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　（注４）５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者に
　ついては予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が令
　和２年度又は令和３年度に発注した土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が
　指定した特殊工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただ
　し、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費
　税相当額を含む。）の本市が発注した土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市
　が指定した特殊工事を除く。）で令和３年１１月２９日から本件開札日までの間に開札する
　ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１２月２１日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

北九州市公告第８１８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年１２月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年１２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年１２月６日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１２月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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工事名 折尾土地区画整理事業（堀川町）宅地造成工事（３－１）
工事場所 北九州市八幡西区堀川町
工事内容 掘削・残土処理工　１，１７０立方メートル
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 ３，８１６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内にあること
。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
　に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年１１月２９日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１２月２１日　午前９時５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

北九州市公告第８１９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年１２月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年１２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年１２月６日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１２月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 丸山団地第１工区市営住宅電気工事
工事場所 北九州市門司区丸山二丁目４番
工事内容 市営住宅の新築電気工事
工期 請負契約締結の日から令和５年４月１７日まで
予定価格 ５，７３９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で令和３年１１月２９日から
　本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止
５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１２月２１日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第８２０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年１２月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和３年１２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和３年１２月６日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１２月７日　午前９時から正午まで

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

この工事に関連する「丸山団地第１工区市営住宅建設工事」が市議会の否決による契約不成立となった場合は
、この工事の入札を中止する。
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（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
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工事名 大積トンネル（大積柄杓田１号線）トンネル照明ＬＥＤ化工事
工事場所 北九州市門司区大字大積ほか
工事内容 トンネル照明のＬＥＤ化工事
工期 請負契約締結の日から令和４年１２月２８日まで
予定価格 ３，７８６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で令和３年１１月２９日から
　本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１２月２１日　午前９時８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和３年１２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和３年１２月６日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１２月７日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　入札の無
　効

北九州市公告第８２１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年１２月１日

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
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注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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工事名 丸山団地第１工区市営住宅機械工事
工事場所 北九州市門司区丸山二丁目４番
工事内容 市営住宅の新築機械工事
工期 請負契約締結の日から令和５年４月１７日まで
予定価格 ６，７５８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。

登録工種 管工事(希望順位が第１順位であること。)

等級（注２） Ａ

許可 管工事業について特定建設業の許可を受けていること。

所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）について、
単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを
含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）で令和３年１１月２９日から本件開札日まで
の間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止
５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１２月２１日　午前９時１６分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　規定する有資格業者名簿をいう。
注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第８２２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年１２月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

この工事に関連する「丸山団地第１工区市営住宅建設工事」が市議会の否決による契約不成立となった場合は
、この工事の入札を中止する。

（１）　令和３年１２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　この公告の日から令和３年１２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１２月７日　午前９時から正午まで
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注４　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
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工事名 北九州市環境ミュージアム空調熱源設備改修工事
工事場所 北九州市八幡東区東田二丁目２番６号
工事内容 環境ミュージアムの空調熱源設備改修工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 １，９４３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 管工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）について、
単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを
含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額
を含む。）の本市が発注した管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（
注３）を除く。）で令和３年１１月２９日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（
共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和３年１２月２１日　午前９時２４分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）  この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
  ）とする。

 (３)　 この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（１）　この公告の日から令和３年１２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年１２月７日　午前９時から正午まで

（１）　令和３年１２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

９　その他

北九州市公告第８２３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和３年１２月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間
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注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
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北九州市上下水道局告示第３０号

 北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第８条に規定する

排水設備指定工事店を次のとおり指定した。

  令和３年１２月１日

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

指定番号 工事店名

代表者

所在地 指定の有効期間

８１２９ 株式会社クリア

ライト 

白石憲太郎 

福岡市博多区東那

珂一丁目２番１１

号 

令和３年１２月１日

から令和８年５月３

１日まで 
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北九州市上下水道局告示第３１号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和３年１２月１日 

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日

Ｆ－２１７ 藤木商事株式会

社 

藤木博文 福岡市博多区博

多駅南一丁目８

番１２号 

令和３年１

２月１日 

65



工事名 小森江一丁目他配水管布設替工事
工事場所 北九州市門司区小森江一丁目地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径４００ミリメートル　４０４．２メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から２３５日間
予定価格 ６，４９０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和３年１１月２
９日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和３年１２月２１日　午前９時１０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

公告する。
　　令和３年１２月１日

期間

（２）　令和３年１２月７日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和３年１２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

北九州市上下水道局公告第１３１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　令和３年１２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
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　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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工事名 別所町他配水管布設替工事
工事場所 北九州市八幡西区別所町地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１００ミリメートル　４３１．２メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から２２５日間
予定価格 ３，９４３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和３年１１月２
９日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和３年１２月２１日　午前９時１５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市上下水道局公告第１３２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

公告する。
　　令和３年１２月１日

期間

（２）　令和３年１２月７日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和３年１２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１）　令和３年１２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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